
中高層集合住宅における貸付メーター及び 

水道料金等各戸徴収の取扱いに関する要綱 

                         

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、京都市水道事業条例（以下「条例」という。）第９条第２項の

規定による共同住宅における水道メーターの貸与に関して必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

（定 義） 

第１条の２ この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、条例にお

いて使用する用語の例による。 

２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

⑴ この要綱において「中高層集合住宅」とは、京都市、京都府、京都市住宅供給

公社、京都府住宅供給公社又は独立行政法人都市再生機構が建築する集合住宅若

しくは管理者が別に定める集合住宅をいう。 

⑵ この要綱において「料金等」とは、水道料金及び下水道使用料をいう。 

⑶ この要綱において「指導要領」とは、貯水槽水道等給水設備指導要領をいう。 

⑷ この要綱において「施行要領」とは、直結式給水施行要領をいう。 

⑸  この要綱において「管理者」とは、京都市公営企業管理者上下水道局長をいう。 

⑹ この要綱において「給水設備等」とは、受水槽式の場合には、受水槽以下の各 

 戸に給水するための設備をいい、直結式及び直結増圧式の場合には、管理者が設 

 置した水道メーター下流の各戸に給水するための設備をいう。 

⑺ この要綱において「使用者」とは、条例第９条第２項の規定により水道メータ

ーの貸与を受けた使用者をいう。 

（適用条件） 

第２条 中高層集合住宅で、かつ給水設備等の構造、材質及び維持管理方法等が、次

の各号のいずれかに適合しているものに対し、水道メーターを貸付けるものとする。 

 ⑴ 指導要領に適合しているもの 

 ⑵ 施行要領に適合しているもの 

 ⑶ 管理者が必要と認める条件に適合しているもの 

（申請手続） 

第３条 条例第９条第２項に基づき水道メーターの貸与を受け、使用者ごとに検針及

び料金等の徴収の取扱いを受けようとする者（以下「申請者」という。）は、水道

メーター貸与を受けようとする日のおおむね６箇月前までに「中高層集合住宅の各

戸徴収等予定申請書」（以下「申請書」という。別記様式第１号）を提出し、管理

者の承認を受けなければならない。 

２ 管理者は、前項の承認をするに際し必要な事項を調査し、指示することができる。 

３ 申請者は、水道メーター貸与を受けようとする日の３箇月前までに、次の書類を



提出しなければならない。 

 ⑴ 中高層集合住宅の各戸検針・各戸徴収申請書（別記様式第２号） 

 ⑵ 物品借受申請書（別記様式第３号） 

４ 申請者は、集合住宅の各戸検針及び料金等の各戸徴収の適用を解除する場合、貸

与を受けた水道メーター（以下「貸付メーター」という。）を返納し、次の書類を

提出しなければならない。ただし、貸付メーターの返納を拒んだとき、管理者は、

水道法第１５条に定める給水を停止することができる。 

  なお、管理者が認めた場合は第６条第３項の例による。 

 ⑴ 中高層集合住宅の各戸検針・各戸徴収解除申請書（別記様式第４号） 

 ⑵ 物品返納届出書（別記様式第５号） 

 ⑶ 物品返納承諾書（別記様式第６号） 

（連絡責任者） 

第４条 上下水道局と申請者の連絡責任者は、第３条第１項に基づく承認を受けた集

合住宅に貸付メーターを取り付ける京都市指定給水装置工事事業者（以下「指定工

事事業者」という。）をもって充てる。 

（メーター貸付料） 

第５条 貸付メーターは有料とし、申請者は、管理者が指定する日までに貸付料を納

入しなければならない。 

２ 前項の貸付料は、管理者が別に定める。 

３ 既納の貸付料は、還付しない。 

（貸付メーターの取付け及び保管業務） 

第６条 貸付メーター設置箇所は指導要領又は施行要領によることとし、管理者が指

定する日に、指定工事事業者が取付けることとする。 

２ 申請者は、貸付メーター取付け完了後、速やかに「取付報告書」（別記様式第７

号）「貸付メーター設置書」（別記様式第８号）を提出しなければならない。 

３ 第９条に規定する給水設備等の管理責任者及び使用者は、申請者が借り受けたメ

ーターを善良な管理者の注意をもって保管し、亡失又はき損したときは速やかに管

理者に届け出るとともに、別に定める額の賠償金を納入しなければならない。 

（料金等の納入） 

第７条 料金等の納入は、原則として口座振替制又は地方自治法第２３１条の２の３

第１項に規定する指定納付受託者による納付制（クレジットカード払い）とし、「中

高層集合住宅の水道料金等各戸徴収の取扱いに関する確認書」（別記様式９号）を

提出しなければならない。 

（管理責任者の設置） 

第８条 申請者は、管理責任者を選任し、併せて、「貸付メーター管理責任者選任届

出書」（別記様式１０号）を管理者に提出し、次の各号に掲げる事務を行わせなけ

ればならない。 

 ⑴ 散水栓、非常用水栓等、使用者が専用しない給水設備等の管理及び当該料金等

の納入に関すること。 



 ⑵ 使用開始又は使用廃止の事務取次ぎに関すること。 

 ⑶ 使用者に料金等の未払いがある場合、管理者の行う徴収事務に協力すること。 

（届出義務） 

第９条 申請者若しくは管理責任者は、次の各号の事項に異動又は変更を生じたとき

は、直ちに管理者に届け出なければならない。 

 ⑴ 給水設備等以下の施設状態及び所有権 

 ⑵ 使用者 

 ⑶ 管理責任者 

（周知義務） 

第 10 条 申請者及び管理責任者は、使用者にこの取扱要綱及び申請書の内容を周知徹

底し、問題が生じたときは責任をもって解決に努めなければならない。 

（給水に関しての権利、義務） 

第11条 使用者の給水に関しての権利、義務は、この要綱に定めるもののほか水道法、

条例、同条例施行規程、その他関係法令の定めるところによる。 

（保証人） 

第 12 条 行政財産を使用させるときは、保証人を立てさせるものとする。ただし、管

理者がその必要がないと認めるとき、または確実な担保を徴したときは、この限り

でない。 

（補則） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、昭和５６年４月１日から施行する。 

（廃 止） 

２ 中高層集合住宅の流末装置（受水槽以下の装置）の貸付メーターの取扱い要綱（昭

和４９年７月２０日管理者決裁）は廃止する。 

   附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成元年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１１年 12月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。 

 



   附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この要綱の施行前の適用を受けたものについては、従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年８月１日から実施する。 

（適用区分） 

２ この要綱の実施前の適用を受けたものについては、従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年３月２９日から実施する。 

（適用区分） 

２ この要綱の実施前の適用を受けたものについては、従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から実施する。 

（適用区分） 

２ この要綱の実施前の適用を受けたものについては、従前の例による。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年１月４日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の届出に係る様式は、管理者が認めるものに限り、当分の間これを使用する

ことができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の届出に係る様式は、管理者が認めるものに限り、当分の間これを使用する 

 ことができる。 

 



別記様式第１号 

 

中高層集合住宅の各戸徴収等予定申請書 

 

年  月  日   

 

（あて先）京都市公営企業管理者 

     上 下 水 道 局 長 

 

申請者 住  所                      

氏  名                  印   

電話番号                      

担 当 者                      

 

 

 「中高層集合住宅における貸付メーター及び水道料金等各戸徴収の取扱いに関する要綱」第３

条第１項の規定に基づき、下記住宅の各戸検針及び各戸徴収を申請します。 

 

記 

 

１ 申請住宅の名称及び所在地 

 

 

２ 建築概要 

階建     棟     戸 

階建     棟     戸 

 

３ 水道メーター 

   各 戸 の メ ー タ ー               口径     ㎜     個 

   散 水 栓 の メ ー タ ー               口径     ㎜     個 

   非常用散水栓のメーター               口径     ㎜     個 

 

 

４ 着工年月日                         年    月    日 

しゅん工年月日                       年    月    日 

 

 

 上記について、変更があればそのつど連絡します。 

 

 



別記様式第２号 

 

中高層集合住宅の各戸検針・各戸徴収申請書 

 

年  月  日   

 

（あて先）京都市公営企業管理者 

     上 下 水 道 局 長 

 

申請者 住  所                      

氏  名                   印  

 

 「中高層集合住宅における貸付メーター及び水道料金等各戸徴収の取扱いに関する要綱」第３

条第３項の規定に基づき、下記住宅の各戸検針及び各戸徴収を申請します。 

 

記 

 

１ 申請住宅 

   住宅の名 称 

   住宅の所在地 

   管理責任 者   住 所 

            氏 名                           印 

 

 

２ 建築概要                       階建     棟     戸 

                             階建     棟     戸 

 

 

３ 水道メーター 

   各 戸 の メ ー タ ー               口径     ㎜     個 

   散 水 栓 の メ ー タ ー               口径     ㎜     個 

   非常用散水栓のメーター               口径     ㎜     個 

 

 

４ 入居予定年月日                       年    月    日 

 

 

 

 

 



別記様式第３号 

物 品 借 受 申 請 書 

 

年  月  日   

 

（あて先）京都市公営企業管理者 

     上 下 水 道 局 長 

 

申請者 住 所 

氏 名                     印 

                  （法人にあっては、主たる事務所の所在地）  

 

           保証人 住 所 

               氏 名                     印 

（法人にあっては、名称及び代表者氏名。記名押印又は署名） 

 

 「中高層集合住宅における貸付メーター及び水道料金等各戸徴収の取扱いに関する要綱」第３

条第３項の規定に基づき、下記のとおり、市有物品の借受けを申請します。 

 

記 

 

品    名 水道メーター 

形    状 

及 び 

数    量 

１３㎜ ２０㎜ ２５㎜ ４０㎜  

個 個 個 個 

 

借 受 期 間 

       年   月   日 から 

 

       年   月   日 まで 

設 置 場 所 

住  宅  名 

 

工 事 業 者 

 

関 係 書 類 
 

 

 



別記様式第４号 

 

中高層集合住宅の各戸検針・各戸徴収解除申請書 

 

年  月  日   

 

（あて先）京都市公営企業管理者 

     上 下 水 道 局 長 

 

申請者  住 所                       

氏 名                     印 

 

「中高層集合住宅における貸付メーター及び水道料金等各戸徴収の取扱いに関する要綱」第３

条第４項の規定に基づき、下記住宅における各戸検針及び各戸徴収の適用の解除を申請します。 

 また、適用解除後、新たな申請者として下記のとおり届出します。 

 

記 

 

１ 申 請 住 宅 

住宅の名 称 

住宅の所在地 

管理責任 者   住 所 

氏 名                        印 

 

 

２ 建 築 概 要             階建       棟       戸 

 

 

３ 貸付メーター 

各 戸 の メ ー タ ー       口径       ㎜       個 

散 水 栓 の メ ー タ ー       口径       ㎜       個 

非常用散水栓のメーター       口径       ㎜       個 

 

 

４ 新申請者 

   住  所 

   氏  名                         印 

   電話番号 

 

 



別記様式第５号 

 

物 品 返 納 届 出 書 

 

年  月  日   

 

（あて先）京都市公営企業管理者 

     上 下 水 道 局 長 

 

申請者 住 所 

氏 名                       印 

（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

保証人 住 所 

氏 名                       印 

（法人にあっては、名称及び代表者氏名。記名押印又は署名） 

 

 「中高層集合住宅における貸付メーター及び水道料金等各戸徴収の取扱いに関する要綱」第３

条第４項の規定に基づき、下記のとおり、市有物品を返納いたします。 

 

記 

 

品    名 水道メーター 

形    状 

及 び 

数    量 

１３㎜ ２０㎜ ２５㎜ ４０㎜  

個 個 個 個 

 

返納年月 日     年    月    日 

設 置 場 所 

住  宅  名 

 

工 事 業 者 

 

関 係 書 類 返 納 承 諾 書 

 

 



別記様式第６号 

No．        

 

物 品 返 納 承 諾 書 

 

年  月  日   

 

（あて先）京都市公営企業管理者 

     上 下 水 道 局 長 

 

申請者 住 所 

氏 名                   印 

 

 「中高層集合住宅における貸付メーター及び水道料金等各戸徴収の取扱いに関する要綱」第３

条第４項の規定に基づき、下記のとおり、市有物品返納に際し承諾します。 

 

記 

 

品    名 水道メーター 

形    状 

及 び 

数    量 

１３㎜ ２０㎜ ２５㎜ ４０㎜  

個 個 個 個 

 

返納年月 日     年    月    日 

設 置 場 所 

住  宅  名 

 

氏 名 

   

   

   

   

 

 

 



別記様式第６号 

 

No．        

 

物 品 返 納 承 諾 書 

 

氏 名 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



別記様式第７号 

No．        

 

取 付 報 告 書 

 

年  月  日   

 

（あて先）京都市公営企業管理者 

     上 下 水 道 局 長 

 

借受人 住 所 

氏 名                      印 

                 （法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

保証人 住 所 

氏 名                      印 

（法人にあっては、名称及び代表者氏名。記名押印又は署名） 

 

 「中高層集合住宅における貸付メーター及び水道料金等各戸徴収の取扱いに関する要綱」第６

条第２項の規定に基づき、下記のとおり、借受水道メーターを取付けたので報告します。 

 

記 

 

検 針 区 
使用者 

コード 
水 栓 番 号 氏  名 住 宅 番 号 

取付メーター 

口 径 種 別 番 号 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

       

 

 

 



別記様式第７号 

 

No．        

 

 

取 付 報 告 書 

 

検 針 区 
使用者 

コード 
水 栓 番 号 氏  名 住 宅 番 号 

取付メーター 

口 径 種 別 番 号 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第８号

　

計

事

務

給
水

設

備

　　　区元　　　　学区　　　　　　町　　　　番地

員

照

合

統

長

事

課

調

査

係

長

工

事

係

取

付

承

認

欄

工

種 別
指示量

コード 番 号 口 径

メーター

番 号
水栓番号

住 宅
検針区

メーター

番 号
指示量

住 宅

番 号

種 別

口 径

使用者

コード
水栓番号

貸　付　メ　ー　タ　ー　設　置　書

　年　　　月　　　日

住
所

・
氏

名

検針区
使用者

（ふりがな）

印 氏　名 印
主 任

技術者

指

定
給

水

装
置

工

事

事

業
者

住

所

・

氏
名

　
受

　

付

工
　

事
　

場

　

所

住

　
宅

　

名

工

事

の

種
類

貸付メーター設置

承

諾

書

提
出

申
　

請
　

者

住
所

・
氏

名

保
　

証
　

人

氏　名
（ふりがな）

装

置

の

種
類



別記様式第９号 

 

中高層集合住宅の水道料金等各戸徴収の取扱いに関する確認書 

 

 

年  月  日   

 

 

（あて先）京都市公営企業管理者 

     上 下 水 道 局 長 

 

 

申 請 者 

住 所 

氏 名                       印 

 

管理責任者 

住 所 

氏 名                       印 

 

 

中高層集合住宅における貸付メーター及び水道料金等各戸徴収の取扱いに関する要綱第７条の

規定に基づき、料金等の納入は、原則として口座振替制又は地方自治法第２３１条の２の３第

１項に規定する指定納付受託者による納付制（クレジットカード払い）とすることを給水申込

者に対して指導することを確認します。 

 

 

記 

 

 

  申 請 住 宅 

   住宅の名 称 

住宅の所在地 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１０号 

 

貸付メーター管理責任者選任届出書 

 

 

年  月  日   

 

 

（あて先）京都市公営企業管理者 

     上 下 水 道 局 長 

 

 

申 請 者 

住 所 

氏 名                       印 

 

 

 

中高層集合住宅における貸付メーター及び水道料金等各戸徴収の取扱いに関する要綱第８条及

び第９条の規定に基づき、選任の届出をします。 

 

 

記 

 

 

１ 申 請 住 宅 

   住宅の名 称 

住宅の所在地 

 

 

 

２ 管理責任 者 

   住 所 

氏    名                         印 

 



中高層集合住宅における貸付メーターの貸付料について 

 

中高層集合住宅における貸付メーター及び水道料金等各戸徴収の取扱いに関する

要綱第５条第２項及び民間の中高層集合住宅を対象とした各戸検針及び各戸徴収サ

ービスに関する要綱第６条第２項に規定する貸付メーターの貸付料は、次のとおりと

する。 

 

１ 貸付メーターの貸付料の額は、毎年度、口径ごとに次の算定式に基づき算定する。 

（算定式） 

貸付料の額＝（貸付メーターの購入価額＋事務費）×（１＋消費税及び地方消

費税の税率） 

⑴ 貸付メーターの購入価額は、前年度の平均購入単価とし、消費税及び地方消費

税相当額を含まない額とする。ただし、前年度に購入実績がない口径のメーター

（以下「前年度未購入メーター」という。）については、次のアに対するイの平

均増減率をウに乗じた額とする。 

ア 前年度に購入実績がある口径のメーター（以下「前年度購入済メーター」と

いう。）の前々年度における平均購入単価として算定した単価 

イ 前年度購入済メーターの前年度における平均購入単価 

ウ 前年度未購入メーターの前々年度における平均購入単価として算定した単

価 

⑵ 事務費は、購入価額の１００分の５０とする。 

⑶ 消費税及び地方消費税の税率は、１００分の１０とする。 

⑷ 貸付料の額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

 

２ 貸付メーターを貸し付けた日の属する年度の翌年度以降にわたって、貸付メータ

ーを貸し付ける場合、翌年度以降の貸付料については免除とする。 

 

   附 則 

（実施期日） 

この要綱は、昭和 56 年４月１日から実施する。 

   附 則 

（実施期日） 

この要綱は、平成元年４月１日から実施する。 

   附 則 

（実施期日） 

この要綱は、平成９年４月１日から実施する。 

   附 則 

（実施期日） 

この要綱は、平成 26 年４月１日から施行する。 



   附 則 

（実施期日） 

この要綱は、令和元年 10月 1日から施行する。 

   附 則 

（実施期日） 

この要綱は、令和２年２月 1日から施行する。 

附 則 

（実施期日） 

この要綱は、令和８年２月１日から施行する。 


